
「
農
用
地
利
用
配
分
計
画
」
の
認
可
に
つ
い
て

農
地
中
間
管
理
事
業
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
一
号
）
第
十
八
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
、
当
該
農
用
地
利
用
配
分
計
画
を
次
の
と
お
り
認
可
し
た
。

令
和
二
年
八
月
二
十
七
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

農
用
地
利
用
配
分
計
画
の
概
要

賃
借
権
の
設
定
等
を
受
け
る
者

賃
借
権
の
設
定
等
を
受
け
る
土
地

氏
名
又
は
名
称

住

所

須
々
木
光
太
郎

岡
山
市
北
区

岡
山
市
北
区
玉
柏
字
北
通
座
一
一
二
七－

一
他

一
筆

村
井

信
之

倉
敷
市

倉
敷
市
茶
屋
町
字
弐
番
川
内
五
二
七－

一

魚
谷

将
文

笠
岡
市

笠
岡
市
吉
田
字
前
二
七
七
六－

一

森
脇

一
郎

高
梁
市

高
梁
市
川
面
町
字
田
口
前
六
一
九
一
他
一
筆

有
限
会
社
サ
ト

小
田
郡
矢
掛
町

小
田
郡
矢
掛
町
本
堀
字
六
反
西
沖
一
五
七
四
他

ー
総
業

三
筆

農
事
組
合
法
人

小
田
郡
矢
掛
町

小
田
郡
矢
掛
町
里
山
田
字
六
反
田
一
〇
九－

二

矢
掛
ス
マ
ー
ト

ア
グ
リ

神
田

直
人

津
山
市

津
山
市
上
高
倉
字
瀬
戸
一
七
三
七－

二
他
五
筆

株
式
会
社
本
山

苫
田
郡
鏡
野
町

苫
田
郡
鏡
野
町
宗
枝
字
栃
ケ
鼻
九
五－

一
他
五

精
耕
園

筆

山
田

倫
正

苫
田
郡
鏡
野
町

苫
田
郡
鏡
野
町
河
本
字
福
岡
田
八
四
二
他
二
筆

安
藤

将

苫
田
郡
鏡
野
町

苫
田
郡
鏡
野
町
下
斎
原
字
仲
田
六
九
四－

五
他



三
筆

廣
幡

泰
治

勝
田
郡
勝
央
町

勝
田
郡
勝
央
町
下
町
川
字
後
口
平
一
三
四
九
他

一
筆

森
淵

誠

勝
田
郡
奈
義
町

勝
田
郡
奈
義
町
小
坂
字
畑
上
ミ
六
一
二－

一
他

二
筆

株
式
会
社
ア
オ

久
米
郡
久
米
南
町

久
米
郡
久
米
南
町
下
弓
削
字
太
郎
作
山
一
六
五

キ
フ
ァ
ー
ム

二
他
十
五
筆

二

認
可
年
月
日

令
和
二
年
八
月
二
十
五
日

三

申
請
年
月
日

令
和
二
年
八
月
十
八
日


